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◈10月にオミクロン株対応ワクチンを使用した個別接種を実施する市内医療機関（10月７日現在）

医療機関名

予約方法

コールセンター
専用サイト

LINE

かかりつけ医枠

通院時に予約 電話予約

イーハトーブ病院 ○

石鳥谷医療センター ○

石鳥谷駅前クリニック ○

大迫地域診療センター ○

小原クリニック 〇

おばら内科・消化器内科クリニック ○ ○

織笠内科医院 ○

菊地内科クリニック ○

熊谷内科胃腸科医院 ○ 〇

恵ライフクリニック ○

国立病院機構花巻病院 ○

小瀬川皮膚科医院 ○

齋藤整形外科クリニック ○

ささきクリニック ○

さとう消化器科内科クリニック ○

さとう内科クリニック ○

循環器科・内科　大平医院 ○ ○ ○

すがさわ外科内科クリニック ○ ○

須田内科医院 ○

高木丘クリニック ○ ○

東和病院 ○

とみつか脳神経外科クリニック ○

中舘内科クリニック ○ 〇

花巻中央眼科 ○

藤巻胃腸科内科クリニック ○

宝陽病院 ○

星が丘おおうち整形外科クリニック ○

まきた内科ハートクリニック ○

三浦医院 ○

ゆうきクリニック ○ ○ ○

ゆかわ脳外科 ○

10月はファイザー社のオミクロン株対応ワクチン（12歳以上が接種可能）を使用します。モデルナ
社のオミクロン株対応ワクチン（18歳以上が接種可能）の使用については、決まり次第、市ホーム
ページや広報はなまきなどでお知らせします

会場 接種期日 接種時間

石鳥谷生涯学習会館 23日（日） 午前９時30分～正午

大迫交流活性化センター 26日（水） 午後２時～４時30分

東和コミュニティセンター 27日（木） 午後２時～４時30分

交流会館（旧花巻空港ターミナルビル）
29日（土） 午後６時～８時

30日（日） 午前９時30分～午後０時30分

◈10月に市が実施する集団接種日程（ファイザー社のオミクロン株対応ワクチンを使用します）

※予約人数に応じて、接種時間が変更となる場合があります
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　12歳以上の人の初回接種は、国立病院機構

花巻病院で実施しています。使用するワクチ

ンは ▼従来型のファイザー社ワクチン ▼従来

型の武田社ワクチン（ノババックス）－の２種類

です。初回接種を希望する人は市コールセン

ター（☎0120-383-225）で予約をしてください。

２ 12歳以上の人の初回接種（１・２回目接種）

　ワクチン接種の予約は次のいずれかにより

お願いします。いずれの方法も代理人による

手続きが可能です。接種日、会場、使用する

ワクチンの種類を確認し、予約してください。
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➋�専用ウェブサイトにアクセスして予約

４ ワクチン接種の予約方法

➊市コールセンターで電話予約

　�☎0120-383-225　〔毎日（土・日曜日、祝日

を含む）、午前８時30分～午後５時15分〕

➍�かかりつけ医枠での予約

　16ページの「かかりつけ医枠」の欄に◯があ

る市内医療機関へ通院時などに直接予約

＊ �「電話予約」の欄に◯があるかかりつけの医

療機関は、医療機関へ電話で予約も可能です

　小児（５～11歳）の初回接種（１・２回目接

種）は、下記の ▼医療機関 ▼集団接種－で実

施。３回目接種は、２回目の接種日から５カ

月以上が経過した５～11歳の人が対象で、下

記の集団接種で実施します。いずれも使用す

るワクチンは、ファイザー社の小児用ワクチ

ンです。接種を希望する人は、下記の「４|ワ

クチン接種の予約方法」により予約をしてく

ださい。

　これから５歳になる人には、誕生日の月末

に「接種券一体型予診票」などをお送りしま

す。

　なお、９月６日から５～11歳の人にも接種

を受ける努力義務が適用されました。

３ 小児（５～11歳）の１～３回目接種

◈10月に小児の１・２回目の個別接種を実施する市内医療機関（10月７日現在）

医療機関の名称

川嶋医院 こどもみらいクリニック はじめこどもクリニック

会場 接種期日 接種時間

交流会館（旧花巻空港ターミナルビル） 22日（土）・29日（土） 午後２時～４時30分

◈10月に小児の１～３回目接種を実施する集団接種会場（10月７日現在）

※予約人数に応じて、接種時間が変更となる場合があります

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ

　若い世代の感染から重症化しやすい高齢者な
どへ家庭内感染する例もあることから、ワクチ
ン接種の有無にかかわらず ▼小まめに換気 ▼小
まめな手洗いや手指消毒 ▼場面に応じて正しく

基本的な感染対策の徹底を継続しましょう　

マスクを着用 ▼３密（密閉・密接・密集）
の１つの密でも回避ーなどの徹底を継
続しましょう。

　「予防接種健康被害救済制度」は、新型コロ

ナワクチンを含むワクチンを接種したことで

病気になったり、障がいが残ったりするなど

の健康被害を受けた人を対象に、予防接種法

に基づく救済を行う制度です。厚生労働大臣

がワクチン接種による健康被害を認定した場

合は、医療費などの給付を受けることができ

ます。

　詳しくは、健康づくり課（☎23-3121）へお問

い合わせください。

ワクチン接種による健康被害が起きた場合の「予防接種健康被害救済制度」

乳幼児（６カ月～４歳）の人も接種が可能となります。市では国の通知に基づき、接種の準備を進

めています。


